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(2) 容積率制限                                            

容積率制限は、建築物の密度（延べ面積の敷地面積に対する割合）を規制することにより、地区の

良好な市街地環境を確保するとともに、建築物に関連する各種の経済・社会活動の総量の枠組みとし、

これによって、道路、下水道等の公共施設との均衡のとれた建築物の規模の規制をし、健全な都市の

発展を図ろうとするものである。 

容積率制限には、「用途地域ごとの制限」と「前面道路（敷地が接する道路をいう）の幅員による

制限」とがあり、個々の建築物は両方の制限に適合する必要がある。つまり、そのいずれか厳しい方

の容積率の最高限度以下でなければならない。 

 

① 用途地域ごとの制限 

用途地域ごとにその地域内の都市施設の整備状況や地形、市街地環境等に応じて次表の中から選択

し、用途地域に関する都市計画で定めることとしている（用途地域の指定のない区域については特定

行政庁が都市計画審議会の議を経て指定する）。 

 

 

用 途 地 域 容  積  率 （％） 

第一種低層住居専用地域 

50 60 80 100 150 200    第二種低層住居専用地域 

田園住居地域 

第一種中高層住居専用地域 

   100 150 200 300 400 500 

第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域    100 150 200 300 400 500 

商業地域 
     200 300 400 500 

 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 

準工業地域    100 150 200 300 400 500 

工業地域 
   100 150 200 300 400  

工業専用地域 

用途地域の指定のない区域 50  80 100  200 300 400  

 

② 前面道路の幅員による容積率制限 

前面道路（前面道路が2以上ある時は、その幅員の最大のもの）の幅員が12ｍ未満の場合におい

てのみ適用があり、当該前面道路の幅員に、次に掲げる区分に従いそれぞれに定められた数値を乗じ

て得た数値を容積率の最高限度とする。 
 
 

(a) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域では、「4/10」 

(b) 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種 

住居地域若しくは準住居地域（法第52条第1項第5号に掲げる建築物を除く）で 

は、「4/10」（特定行政庁が都市計画審議会の議を経て指定する区域では「6/10」） 

(c) (a)及び(b)以外の地域では、「6/10」（特定行政庁が都市計画審議会の議を経て指定する区域で

は、「4/10」又は「8/10」）

〈表 - 用途地域ごとの容積率〉 
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(3) 建蔽率制限                                          

建蔽率制限は、建築面積の敷地面積に対する割合を規制することにより、敷地内に一定の空地を確

保して、いわゆる建て詰まりを防止し、建築物の採光、通風、防火性能、避難等の機能を確保するこ

とにより、良好な市街地環境の形成を図るものである。 

 

① 用途地域ごとの制限 

建蔽率は、用途地域に応じて次の表のように制限される。なお、商業地域以外については、それぞ

れの地域の状況に応じて建蔽率を選択し、用途地域に関する都市計画で定めることとしている（用途

地域の指定のない区域については特定行政庁が都市計画審議会の議を経て指定する）。 

 

 

用 途 地 域 建  ぺ  い  率 （％） 

第一種低層住居専用地域 

30 40 50 60    

第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

田園住居地域 

第一種住居地域 

  50 60  80  第二種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域    60  80  

商業地域      80  

準工業地域   50 60  80  

工業地域   50 60    

工業専用地域 30 40 50 60    

用途地域の指定のない区域 30 40 50 60 70   

 

② 建蔽率の割増し 

次の2つの条件の、いずれかに該当する建築物は用途地域に応じて制限される数値に10％、両方

に該当する建築物は20％を加えた数値が建蔽率の上限となる。 
 
 

(a) 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域のうち都

市計画において建蔽率が80％とされている地域外で、かつ防火地域内にある耐火建築物 

(b) 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物 

 

③ 建蔽率に関する制限の適用除外 

次に該当する建築物には建蔽率に関する制限は適用されない。 
 
 

(a) 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域のうち都

市計画において建蔽率が80％とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物 

(b) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの 

(c) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火

上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの 

〈表 - 用途地域ごとの建蔽率〉 
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(4) 高さ制限                                              

建築物の高さは、道路等の公共空間の採光、通風、解放性等の確保、建築物の相隣環境の確保等の

観点から、次の制限が地域や敷地の状況に応じて設けられている。 

 

①  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の高さの制限 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域においては、低層住宅地とし

ての良好な環境を確保するために、建築物の高さは、原則として、10ｍ又は12ｍのうち都市計画で

定められた高さを超えることができない。 

 

② 前面道路斜線制限 

建築物の各部分の高さは、地域、地区及び容積率の限度に応じて、原則として、前面道路の反対側

の境界線からの水平距離20～50ｍの範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側までの水平

距離に1.25又は1.5を乗じて得た数値以下としなければならない。 

 

 

地域・地区 容積率Ｗの限度 水平距離 
水平距離に 

乗じる数値 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

田園住居地域 

  Ｗ ≦ 20/10 20ｍ 

1.25 

20/10 ＜ Ｗ ≦ 30/10 25ｍ 

30/10 ＜ Ｗ ≦ 40/10 30ｍ 

40/10 ＜ Ｗ   35ｍ 

近隣商業地域 

商業地域 

  Ｗ ≦ 40/10 20ｍ 

1.5 

40/10 ＜ Ｗ ≦ 60/10 25ｍ 

60/10 ＜ Ｗ ≦ 80/10 30ｍ 

80/10 ＜ Ｗ ≦ 100/10 35ｍ 

100/10 ＜ Ｗ ≦ 110/10 40ｍ 

110/10 ＜ Ｗ ≦ 120/10 45ｍ 

120/10 ＜ Ｗ   50ｍ 

準工業地域 

工業地域 

工業専用地域 

 ＜ Ｗ ≦ 20/10 20ｍ 

1.5 
20/10 ＜ Ｗ ≦ 30/10 25ｍ 

30/10 ＜ Ｗ ≦ 40/10 30ｍ 

40/10 ＜ Ｗ ≦  35ｍ 

用途地域の指定のない区域 

 ＜ Ｗ ≦ 20/10 20ｍ 
1.25又は1.5の

うち、特定行政庁

が都市計画審議

会の議を経て定

めるもの 

20/10 ＜ Ｗ ≦ 30/10 25ｍ 

30/10 ＜ Ｗ ≦  30ｍ 

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域につ

いて定められた高層住居誘導地区内の建築物であって、その住宅の

用途に供する部分の床面積の合計が2/3以上であるもの 

35ｍ 1.5 

〈表 - 前面道路斜線制限〉 
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③ 隣地斜線制限 

建築物の各部分の高さは、地域、地区に応じて、当該部分から隣地境界線までの水平距離の 1.25

倍に20ｍを加えた数値又は2.5倍に31ｍを加えた数値以下としなければならない。 

 

 

地域・地区 水平距離に乗じる数値、立ち上げ高さ 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

1.25、20ｍ 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

工業専用地域 

2.5、31ｍ 

高層住居誘導地区内の建築 

物であって、その住宅の用 

途に供する部分の床面積の 

合計が2/3以上であるもの 

2.5、31ｍ 

用途地域の指定のない区域 
「1.25、20ｍ」又は「2.5、31ｍ」のうち、特定行政庁が都

市計画審議会の議を経て定めるもの 

 

④ 北側斜線制限 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域、又は第一種中高層住居

専用地域及び第二種中高層住居専用地域では、建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反

対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の 1.25倍に 5ｍ又は 10ｍを加えた数値以

下としなければならない。 

 

 

地    域 水平距離に乗じる数値、立ち上げ高さ 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

田園住居地域 

1.25、5ｍ 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 
1.25、10ｍ 

 

〈表 - 隣地斜線制限〉 

〈表 - 北側斜線制限〉 
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⑤ 日影規制 

日影規制は、市街地の日照を確保する目的で、中高層建築物が周囲の敷地に影を落とす時間が、用

途地域の種類に応じ一定時間以下になるよう建築物の形態、高さを規制して、住環境の保護を図ろう

とするものである。 

用途地域のうち、日影規制の必要性の高い第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田

園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居

地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域と白地地域を対象とし、地域ごとに日影時間の規制

値が数種類定められている。この組み合わせの中から地方公共団体が条例で定めた地域が規制地域と

なる。 

規制地域内では、冬至日に敷地境界線からの水平距離が5ｍを超え10ｍ以内の範囲と、10ｍを超

える範囲において、日影測定水平面に生ずる建築物の日影時間は地方公共団体が条例で定めたもの未

満でなければならない。 

 

 

地  域 
制限を受ける 

建築物 

平均地盤面

からの高さ

（日影測定面) 

   

 敷地境界線からの

水平距離が 5ｍを

超え 10ｍ以内の

範囲における日影

時間 

敷地境界線からの

水平距離が10ｍを

超える範囲におけ

る日影時間 

第一種低層 

住居専用地域 

第二種低層 

住居専用地域 

田園住居地域 

軒の高さが 7ｍ

を超える建築物

又は地階を除く

階数が 3 以上の

建築物 

1.5ｍ 

(一) 2時間 1.5時間 

(二) 3時間 2時間 

(三) 4時間 2.5時間 

第一種中高層 

住居専用地域 

第二種中高層 

住居専用地域 

高さが10ｍを超

える建築物 

4ｍ 

6.5ｍ 

(一) 2時間 1.5時間 

(二) 3時間 2時間 

(三) 4時間 2.5時間 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域 

準工業地域 

高さが10ｍを超

える建築物 

4ｍ 

6.5ｍ 

(一) 3時間 2時間 

(二) 4時間 2.5時間 

用途地域の指定 

のない区域 

軒の高さが 7ｍ

を超える建築物

又は地階を除く

階数が 3 以上の

建築物 

1.5ｍ 

(一) 2時間 1.5時間 

(二) 3時間 2時間 

(三) 4時間 2.5時間 

高さが10ｍを超

える建築物 
4ｍ 

(一) 2時間 1.5時間 

(二) 3時間 2時間 

(三) 4時間 2.5時間 

〈表 - 日影規制〉 
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合計 合計
住宅 （～500㎡） 21 住宅 （～500㎡） 3

（500～） 3 （500～） 0
ホテル （～500） 38 ホテル （～2000） 8

（～2000） 16 （～10000） 8
（2000～） 1 （10000～） 5

店舗事務所 （～500） 3 店舗事務所 （～2000） 11
（500～） 0 （2000～） 0

その他 （～500） 5 その他 （～500） 5
（500～） 0 （500～） 0

87 40
37 7
11 2
40

山田Ⅰ地区（建蔽率40、容積率200）
区分 合計 合計

住宅 （～500㎡） 22 住宅 （～500㎡） 5
（500～） 3 （500～） 4

ホテル （～500） 33 ホテル （～2000） 4
（500～） 9 （～10000） 0

店舗事務所 （～500） 12 （10000～） 1
（500～） 1 店舗事務所 （～2000） 1

その他 （～500） 2 （2000～） 0
（500～） 0 その他 （～500） 0

計 82 （500～） 0
容積150%超 0 15
敷地500㎡未満 18 0

3
5

合計 合計
住宅 （～500㎡） 41 住宅 （～500㎡） 1

（500～） 1 （500～） 2
ホテル （～500） 83 ホテル （～2000） 1

（～2000） 6 （～10000） 2
（2000～） 5 （10000～） 0

店舗事務所 （～500） 6 店舗事務所 （～2000） 0
（500～） 0 （2000～） 0

その他 （～500） 9 その他 （～500） 0
（500～） 0 （500～） 0

151 6
2 0
43 2

2

ニセコひらふ地区周辺の延床面積等の状況（H25～）

ﾍﾟﾝｼｮﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ地区（建蔽率50、容積率200） ｾﾝﾀｰﾋﾞﾚｯｼﾞ地区（建蔽率40、容積率300）
区分 区分

計 計
建蔽40%超 容積250%超
容積150%超 敷地330㎡未満
敷地330㎡未満 ※仮設・色彩変更除く

山田Ⅱ地区（建蔽率40、容積率300）
区分

計
容積250%超

※仮設・色彩変更除く 高さ16m超
敷地1000㎡未満

※仮設・色彩変更除く

樺山地区（建蔽率40、容積率200） 大沢川沿い地区（建蔽率40、容積率300）
区分 区分

計 計
容積150%超 容積250%超
敷地500㎡未満 高さ16m超

※仮設・色彩変更除く 敷地1000㎡未満
※仮設・色彩変更除く

延
べ
床
面
積

延
べ
床
面
積
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床
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積
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建築してはならない建築物
区 別

リゾート 沿 道 自然共生

１ 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物（地下貯蔵 ▲ ▲ ▲

槽により石油類を貯蔵する場合を除く。） ※１ ※１ ※２

〔令第 130条の 9の表中〕
※１商業地域欄に掲げる量を超える

※２準居住地域欄に掲げる量を超える

２ 店舗、飲食店その他これらに類するもの ▲ ▲

〔その用途 に供する部分の床面積の合計〕 ※１ ※２

※１ ５００平方メートルを超えるもの

※２ １５０平方メートルを超えるもの

３ カラオケボックスその他これに類するもの ▲ ● ●

※１ ホテル又は旅館に附属するものを除く。 ※１

４ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発 ▲ ● ●

売所、場外車券売場その他これらに類するもの ※

（※ ゲームセンターを除く。）

５ ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに ● ●

類する令第１３０条の６の２に規定するもの

６ キャバレー、料理店その他これらに類するもの ● ● ●

７ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令 ● ● ●

第１３０条の９の５に規定するもの

８ 自動車教習所 ● ● ●

９ 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトク ● ●

ラブその他これに類する令第１３０条の７の３に規定

するもの

１０ ホテル又は旅館 ● ●

１１ 事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が ● ●

１，５００平方メートルを超えるもの

１２ 畜舎で床面積の合計が１５平方メートルを超えるもの ●

１３ 危険性や環境を悪化させるおそれのある工場 ●

〔法別表第２（と）項第３号に掲げる工場（石材を除く。）〕

１４ 危険性や環境を悪化させるおそれのある工場 ▲ ● ▲

〔法別表第２（ぬ）項第３号に掲げる工場〕 ※１ ※２

※１ ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、物品の漂白を除く

※２ せっけんの製造を除く

１５ 危険性や環境を著しく悪化させるおそれのある工場 ● ● ●

〔法別表第２（る）項第１号に掲げる工場〕

１６ 倉庫業を営む倉庫 ●
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築造してはならない工作物 区 別

リゾート 沿 道 自然共生

１ 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・ ● ● ●

コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、

骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用する用途に供する工

作物

２ レディーミクストコンクリートの製造又はセメント ● ● ●

の袋詰で出力の合計が２．５キロワットを超える原動

機を使用する用途に供する工作物

３ アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸留 ● ● ●

産物又はその残りかすを原料とする製造に供する工作物

9



倶知安町建築物等に関する指導要綱 

平成27年１月29日 

倶知安町要綱第４号 

倶知安町建築物等に関する指導要綱（平成15年倶知安町要綱第88号）の全部を改正す

る。 

（目的） 

第１条 この要綱は、建築主が建築物の建築及び工作物を設置しようとする場合におけ

る町の指導基準を定めることにより、倶知安町の風土に根ざす生活様式を反映した建

物造り及び豪雪地帯でのゆとりある生活を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、建築

基準法（昭和25年法律第201号）、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）及び北

海道建築基準法施行条例（昭和35年北海道条例第33号）において使用する用語の例に

よる。 

 (1) 建築物 屋根及び柱若しくは壁を有し、土地に定着するもの（これに類する構造

のものを含む。） 

(2) 工作物 看板、広告塔、鉄塔、煙突その他これらに類するもの 

(3) 落雪飛距離 屋根からの落雪が水平地盤面に到達する際の落雪方向の軒先からの

飛距離をいう。 

(4) 落雪屋根 屋根勾配が100分の２（0.2寸）以上の屋根をいう。 

(5) 無落雪屋根 屋根勾配が100分の２（0.2寸）未満で、落雪が生じない構造の屋   

根又はその部分をいう。 

(6) 有効外壁後退距離 建築物に面する道路及び隣地境界線を基準として、建築物の 

外壁の面を後退させる距離をいう。 

(7) 軒の出等 軒の出、庇その他これらに類するもの 

(8) 付属設備 建築物に付属して設置される室外機、キュービクル、宅内柱、ごみ置

場、灯油タンク、ガスボンベ及びその収納庫その他これらに類するもの 

(9) 塀等 建築物に付属して設置される塀、門、擁壁、フェンス、目隠し衝立その他

これらに類するもの 

（適用区域） 

第３条 この要綱の規定は、倶知安町の区域内において建築しようとする建築物及び設

置しようとする工作物のすべてに適用する。 

（基本理念） 

第４条 建築物及び工作物（以下「建築物等」という。）の良好な環境形成は、本町の

自然、気候、風土、文化等を踏まえ、次に定めるところにより豪雪地域でのゆとりあ

る生活に配慮して推進するものとする。 
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(1) 建築物等を建築及び設置しようとする場合、その建築物等から雪及び氷の落下な

どによる危害を防止するため、道路及び隣接地に直接落とさないよう計画すること。 

(2) 建築物等からの落雪飛距離は、堆積した雪山の状況や気象条件等により、想定以

上の飛距離が出て道路及び隣地側へ滑落することもあるため、ゆとりある配置計画

にするとともに、除雪堆積スペースについても十分確保すること。 

(3) 建築物等の屋根に積もった雪や、屋根先から庇状にせり出す雪（以下「雪庇」と 

いう。）を落とすときは、道路や隣接地に直接落とさないよう、余裕のある配置計

画にすること。  

（建築計画等の事前相談） 

第５条 建築主は、建築確認申請等を行うときは、建築計画等について事前に町に相談

し、この要綱に基づく必要な指導を受けるものとする。 

（落雪屋根建築物の外壁後退距離） 

第６条 落雪屋根の建築物を建築する場合において、道路及び隣地境界線までの有効外

壁後退距離は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 別に定める算定式１により算出された落雪飛距離と、最低限必要な軒先からの落

雪飛距離の２メートルを比較し、その大きい方の距離に軒の出等の寸法を加えた数

値以上とすること。 

(2) 屋根勾配が10分の1.2（1.2寸）未満の緩いものは、10分の1.2と見なし、10分の

15（15寸）を超える急なものは、10分の15と見なして算定すること。 

(3) 屋根面の長さが１メートル未満のものについては、最低限必要な軒先からの落雪

飛距離の２メートルを1.5メートルに読み替えること。 

（無落雪屋根建築物等の外壁後退距離） 

第７条 無落雪屋根建築物の外壁から道路及び隣地境界線までの有効外壁後退距離並び

に落雪屋根建築物の落雪方向以外の道路及び隣地境界線までの有効外壁後退距離は、

雪庇が生じることを考慮して別に定める算定式２により算出された後退距離と、最低

限必要な軒の出等からの後退距離の１メートルを比較し、その大きい方の距離に軒の

出等の寸法を加えた数値以上とするものとする。 

（雪庇が生じない具体策を講じた無落雪屋根建築物等の外壁後退距離） 

第８条 第６条及び前条の規定に関わらず、雪庇が生じない具体策を講じ、かつ、その

機能が十分発揮されるよう維持管理する場合に限り、次の各号に定めるところによる

ことができる。 

(1) 商業地域及び近隣商業地域（以下「商業地域等」という。）における無落雪屋根

建築物及び落雪屋根建築物の落雪方向以外の有効外壁後退距離は、道路境界線まで

の後退距離１メートル及び隣地境界線までの後退距離70センチメートルに軒の出等

の寸法を加えた数値以上とすること。 

(2) 商業地域等以外の用途地域における無落雪屋根建築物の有効外壁後退距離及び落
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雪屋根建築物の落雪方向以外の有効外壁後退距離は、隣地境界線までの後退距離に

限り、別に定める算定式３により算出された後退距離と、最低限必要な軒の出等か

らの後退距離の１メートルを比較し、その大きい方の距離に軒の出等の寸法を加え

た数値以上とすること。ただし、道路境界線までの後退距離は前条の規定による。 

（付属設備及び塀等の後退距離） 

第９条 付属設備や塀等を敷地内に設置しようとするときは、これらの面から道路及び

隣地境界線まで50センチメートル以上の離れを確保するものとする。 

２ 最高高さが２メートル以下の塀等を設置しようとするときは、隣接地権者及び管理

者と雪処理について当事者間で協議が整った場合、前項の規定によらないで設置する

ことができる。 

（落雪などによる危害の防止） 

第１０条 隣地境界線までの有効外壁後退距離に限り、第６条の規定による落雪飛距離

を確保できないときは、建築物の屋根面に雪止めの設置、板金が立てはぜで雪が滑落

しない屋根材の使用、表面の摩擦係数が高く雪が滑落しない屋根材の使用、屋根面に

融雪装置の設置その他これらに類するものにより、雪及び氷の落下を防止するための

有効な措置を講ずるとともに、その機能が十分発揮されるよう維持管理するものとす

る。ただし、屋根面に大量の雪が堆積し表層雪崩がおこるおそれがあるため、雪おろ

し等により、危険を未然に防止するものとする。 

２ 敷地内における通路及び駐車場等においては、雪氷及び雪庇の落下のおそれがある

場合には、前項に規定する危険を防止するための有効な措置を講じるものとする。 

（工作物の後退距離） 

第１１条 工作物を設置する場合の最も近い面から道路及び隣地境界線までの距離は、

氷及び雪庇が生じることを考慮して、別に定める算定式４により算出された後退距

離と、最低限必要な後退距離の50センチメートルを比較し、その大きい方の数値以

上の距離を確保するものとする。 

（車庫又は駐車スペースの確保） 

第１２条 建築主は、建築物を建築しようとするときは、用途、規模及び地域地区等に

応じた最低限必要な車庫又は駐車スペースをその敷地内に確保するとともに、冬期間

の除雪堆積スペースについても併せて確保するものとする。 

（敷地内における盛土） 

第１３条 周囲が平坦地である建築物の敷地を盛土するときは、その敷地に接する前面

道路の高さより30センチメートル又は隣接地の高さのいずれか高い方の高さを限度と

するものとする。ただし、土砂、雨水等の流入を防止するなど、特に衛生上の観点か

ら盛土するときは、この限りでない。 

２ 前項の盛土をする範囲は、建築物の周囲の４分の３以上とし、建築物の間口方向 

又は桁行き方向のいずれか少ない方の長さの２分の１以上の明瞭な地盤による長さを
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確保するものとする。 

３ 盛土に面する敷地境界線及び道路境界線からは、土砂、雨水等が流出しないように

張り芝又は擁壁等で土留めの措置を講ずるものとする。 

 （土砂の流出防止） 

第１４条 建築主は、建築物を建築しようとするときは、その敷地から道路及び隣接地

へ雨などによる土砂の流出を防止するため、必要な措置を講ずるものとする。 

 （景観等への配慮） 

第１５条 建築主は、建築物等を建築又は設置しようとするときは、その構造が豪雪地

帯である本町の気候特性に合ったものにするとともに、田園風景や観光地としての景

観を損なうことのないよう、次の事項に配慮するものとする。 

 (1) 建築物等の外観は、自然や周囲の景観に合うものにすること。 

 (2) 付属設備及び塀等は、その建築物や街並みとの調和を考慮したものにすること。 

 (3) 豪雪地でも安全で活動的な暮らしができるよう快適な空間造りをすること。 

 (4) 中心市街地及びスキー場にある商業施設としての建築物等は、道路に面する部分

に視覚などで楽しめるよう魅力ある形態にすること。 

 （既存の建築物等に対する制限の緩和） 

第１６条 この要綱の施行の際、現に存する建築物等（現に工事中のものを含む。）又

はその敷地がこの要綱に定める制限の規定に適合しないものについて増築又は増設を

する場合においては、当該行為をする部分以外の部分に対しては、これらの規定を適

用しない。 

（適用除外） 

第１７条 次の各号のいずれかに該当するものの他、公益上必要な建築物等で、町長が

用途上又は構造上やむを得ないと認めたものについては、この要綱に定める制限の適

用を除外することができる。 

（1）震災、風水害、火災その他災害のために必要な応急措置として行う事業 

（2）国又は地方公共団体が行う事業 

（3）地面下で行われる建築、大規模の修繕又は大規模の模様替え 

（4）工事等に係る仮設の事務所及び倉庫 

（補則） 

第１８条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成27年２月１日から施行する。 
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落雪屋根建築物の軒先からの落雪飛距離（第６条関係） 

・算定式１ 

D＝ V cosθ{  (Vsinθ/g）²+２H/g－Vsinθ/g ｝ 

 

V＝  ２gL（sinθ―μcosθ） 

 

D：軒先からの落雪飛距離（ｍ）     g：9.8（ｍ/sec²）        

L：屋根面の長さ（ｍ）        θ：屋根勾配（度） 

    H：地盤面から軒先までの高さ（ｍ）  μ：屋根面と雪の動摩擦係数 

    V：屋根面の滑落速度（ｍ/sec） 

・最低限必要な軒先からの落雪飛距離 ２メートル 

※１ 地盤面から軒先までの高さ（H）は、建築物が落雪方向の地盤面と接する位置の

うち、それぞれの最も低い位置からの高さとする。 

※２ 屋根葺き材が一般的な金属板の場合は、屋根面と雪の動摩擦係数(μ)を0.1とし

て算定する。 

※３ 屋根面の長さ（L）、地盤面から軒先までの高さ（H）、及び軒先からの落雪飛距

離（D）の端数は10センチメートル単位に切り上げる。 

 

無落雪屋根建築物等の道路及び隣地境界線までの後退距離（第７条関係） 

・算定式２ 

  D＝H /3.5×0.5 

D：道路及び隣地境界線までの後退距離（ｍ） H：地盤面からの最高高さ（ｍ） 

・最低限必要な軒の出等からの後退距離 １メートル 

※１ 地盤面からの最高高さ（H）は、建築物の各面が地盤面と接する位置のうち、そ 

れぞれの最も低い位置からの高さとする。 

※２ 地盤面からの最高高さ（H）及び後退距離（D）の端数は、10センチメートル単位

に切り上げる。 

 

商業地域等以外における無落雪屋根建築物等で、雪庇が生じない対策を講ずる場合の隣

地境界線までの後退距離（第８条関係） 

・算定式３ 

  D＝H /3.5×0.3 

D：隣地境界線までの後退距離（ｍ） H：地盤面からの最高高さ（ｍ） 

・最低限必要な軒の出等からの後退距離 １メートル 

※１ 地盤面からの最高高さ（H）は、建築物の各面が地盤面と接する位置のうち、そ 

れぞれの最も低い位置からの高さとする。 
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※２ 地盤面からの最高高さ（H）及び後退距離（D）の端数は、10センチメートル単位

に切り上げる。 

 

工作物の道路及び隣地境界線までの後退距離（第11条関係） 

・算定式４ 

  D＝H/3.5×0.3 

D：工作物の後退距離（ｍ） H：地盤面からの最高高さ（ｍ） 

・工作物の最も近い面からの最低限必要な後退距離 50センチメートル 

※１ 地盤面からの最高高さ（H）は、工作物が地盤面と接する位置のうち、それぞれ

の最も低い位置からの高さとする。 

※２ 地盤面からの最高高さ（H）及び後退距離（D）の端数は、10センチメートル単位 

に切り上げる。 
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落雪屋根の建築物の軒先からの落雪飛距離（第６条関係）

※1. この算定式1は倶知安町建築物等に関する指導要綱第６条に基づくもので、倶知安町で落雪屋根の建

築物を建築する際の、最低限必要な軒先からの落雪飛距離（Ｄ）を算出するものです。

※2. 屋根面の長さ（Ｌ）、地盤面から軒先までの高さ（Ｈ）、並びに軒先からの落雪飛距離（Ｄ）については

10㎝単位に切り上げます。

※3. 建物の配置を決める際は、算定式1による落雪飛距離（Ｄ）と、最低限必要な軒先からの落雪飛距離

2ｍを比較し、どちらか大きい方の数値に軒の出寸法を加算してください。

※4. 斜面地などに建築する際の軒先までの高さ（Ｈ）は、平均GLからの高さではなく、建物の接地面との

距離が最大の地点の数値を算入します。

※５. 屋根材に関わらず、屋根面と雪の動摩擦係数（μ）は0.1 として算定します。

※６. 屋根勾配が0.2 寸（1/50）以上の屋根を落雪屋根とします。

※７. 屋根長さが1ｍ未満の場合は最低限必要な軒先からの落雪飛距離を1.5ｍと読み替えるものとします。

※８. 屋根勾配が1.2 寸未満の場合は、1.2 寸と見なし、15寸を超える場合は、15寸と見なして算定して

ください。

※９. 外気温、雪質状態、屋根材、建物の断熱仕様、斜面地、落雪方向の雪山状況等により、実際の飛距離

は算定数値より大きくなりやすいので、建物を計画する際は、道路境界線及び隣地境界線から十分余

裕を持った離れを確保してください。

※10. この算定式1については、無断転載を禁止するとともに、本目的以外には使用しないでください。

（倶知安町まちづくり新幹線課）

・算定式1

D＝Vcosθ { (Vsinθ/g）²+２H/g－Vsinθ/g｝

V＝ ２gL（sinθ―μcosθ）

D：軒先からの落雪飛距離（m） θ：屋根勾配（度）

Ｖ：屋根面の滑落速度（ｍ/ｓ） μ：屋根面と雪の動摩擦係数 0.1

g：9.8（ｍ/ｓ²） H：地盤面から軒先までの高さ（m）

L：屋根面の長さ（m）

・最低限必要な軒先からの落雪飛距離 2ｍ
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「倶知安町建築物等に関する指導要綱」の運用基準について

■第 12条（車庫又は駐車スペースの確保）

1.算定基準について

□ 戸建て住宅、共同住宅及び長屋建住宅：住戸数に応じた数以上とする。（1台／1戸）

□ 事務所等：執務室面積を 10㎡で除した数以上とする。

□ 飲食店等：客席面積を 10㎡で除した数以上とする。

□ 物販店舗等：売場面積を 25㎡で除した数以上とする。

□ ホテル･旅館※3：宿泊室数を 3で除した数以上とする。ただし、貸し別荘は貸出形態に応じた数以上とする。

□ 寮、寄宿舎、下宿：収容人員を 3で除した数以上とする。

□ 温泉：洗い場座席数を 4で除した数以上とする。

□ ﾚﾝﾀﾙｽｷｰｼｮｯﾌﾟ：待合室面積を 10㎡で除した数以上とする。

□ 診療所：待合室面積を 10㎡で除した数以上とする。

□ 遊技場：遊技場面積を 10㎡で除した数以上とする。

□ 整骨院等：ベッド数を 3で除した数以上とする。

□ ｶﾗｵｹﾎﾞｯｸｽ：ボックス数を 3で除した数以上とする。

※1.ホテル・旅館の宿泊者専用施設については加算対象から除く。

※2.建物に複数の用途を付属設置する場合は合算すること。

※3.ホテル・旅館には、コンドホテルを含む。

※4.上記以外の用途については、別途協議のこと。

２．複合建築物について

複合建築物は、用途ごとに台数を算定し、多い方を主用途とする。主用途に副用途（副用途の算出数に 0.5を乗じた数）

を加算する。

ただし、戸建て住宅、共同住宅、長屋、寮、及び寄宿舎については、複合建築物係数による低減対象から除く。

３．地域地区係数について

地域地区係数は商業・近隣商業地域を 0.5、センタービレッジ地区・国定公園特例地域・花園ビレッジ地区を 0.8、商業・

近隣商業地域を除く都市計画区域及びペンションビレッジ地区を 1.0、これ以外の地域地区を 0.9とする。

ただし、戸建て住宅、共同住宅、長屋建住宅、寮、及び寄宿舎については、地域地区係数による低減対象から除き、その

複合型についても同様とする。

４．除雪堆積スペースの確保

屋外の駐車スペースは、前項各号による最低限必要な駐車台数の他に、冬期間の除雪堆積スペースを確保すること。

注1. 上記の運用基準は、申請敷地での来客等に対する最低限必要な台数とする。ただし、この算定基準には従業員等の駐車スペ

ースは含まれていない為、必要に応じて確保すること。

注2. 計算過程での値は、小数点以下第三位を四捨五入とし、地域地区係数を乗じた最終的な算出値は小数点以下第一位を四捨五

入する。ただし、その算出値が 1未満の場合は切り上げて 1とする。また、複合建築物の最終的な算出値が、用途の数を下

回る場合は用途数以上とする。

注3. 申請敷地周辺で必要台数を補完でき、年間を通して適正な管理を行える場合は別途協議のこと。

令和 2年 10月 15日
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お知らせ

「倶知安町建築物等に関する指導要綱」第 12条関係の運用基準について

一部取扱いを変更します。

＜変更概要＞

・公共用途低減係数※1を廃止する（第1２条）

＜変更理由＞

「倶知安町建築物等に関する指導要綱」は平成15年 11月に施行され、当町の特色

である豪雪地域に配慮した建物となるように落雪飛距離の確保や駐車場の確保について

指導してきたところであります。平成18年頃からスキー場周辺地区を中心に情勢が大

きく変化してきており、平成20年 2月に準都市計画区域、同年3月に景観地区、翌年

7月に特定用途制限地区に指定するなど、環境整備に努めてきました。

駐車場の運用基準については平成26年４月に変更され現在に至っておりますが、変

更から6年が経過し、当時とは駐車場をとりまく環境や考え方も大きく変化しておりま

す。そのため現在求められている、駐車場がしっかり確保された建物を建設してもらう

ため、公共用途低減係数の基準を廃止いたします。（経過処置※2あり）

※1.公共用途低減係数とは

スキー場周辺地区（センタービレッジ地区、国定公園特例地域、花園ビレッジ地区）の

ホテルで、一定割合以上（延べ床面積が5,000㎡未満については延べ床面積の5％以

上を、延べ床面積が5,000㎡以上については延べ床面積の7％以上）を、公共的な用

途（宿泊者限定ではなく、一般客も自由に利用できる）として、設置した場合は、算出

合計数に0.8 を乗じた数とすることができる。というもの

※2.経過処置とは

事前相談があり協議が整っている場合で令和3年1月 15日までに確認申請を受付し

たものについてはこの限りではない。

令和2年10月 15日
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センタービレッジ地区・ペンションビレッジ地区で 
建築を計画されている方へ 

 
 当町は雪の多い地域であるため、倶知安町全域を対象に、「倶知安町建築物等に関する指導要
綱」を定め、主に駐⾞場と落雪⾶距離の確保について指導しております。 
 当地区では、建築が堅調で遊休地が減少しております。また、⼗分な駐⾞場⽤地を申請敷地内
で確保できていない計画が目⽴つようになっております。 
 このような状況により、当地区では駐⾞場不⾜による路上駐⾞や交通の問題が今以上に深刻化
する恐れがあります。したがいまして、計画段階から、まちづくり新幹線課との⼗分な協議をし
ていただきますようご理解とご協⼒をお願いします。 
 
 

【駐⾞場の確保について】 
 ・申請敷地内に確保してください。隣地を駐⾞場⽤地とする場合においても、申請敷地に含

めてください。 
 ・隔地駐⾞場などの申請敷地外での駐⾞場計画は、将来的に建物の建築により駐⾞場が確保

されなくなる恐れが高いため、計画しないでください。 
・縦列駐⾞など、⾞の出⼊りが⾃由にできない配置計画はしないでください。 

 ・冬場の除排雪の方法などを考慮して実現可能な駐⾞計画としてください。 
 ・従業員⽤の駐⾞場は別途確保してください。 
 
 
上記のとおり、例外なく駐⾞場の確保について計画いただくよう指導させていただきますが、

やむを得ない場合においては、計画段階（景観の認定申請を提出する前）において、地域住⺠・
事業者・団体等への説明会等を開催していただき、地域との調整が整うことを条件として、協議
を進めさせていただきます。 
 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  協議フロー  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
 

 
 
 
 
 

まちづくり新幹線課建築指導係 

0136-56-8012 

kenchiku@town.kutchan.lg.jp 

 

事 前 相 談 （基準などの確認）
↓

建 築 計 画 協議
↓ ↓

景 観 認 定 申請 ← 再 協 議 ← 地 域 説 明 会 等
↓

認 定
↓

確 認 申 請

やむを得ない事情等により敷地外駐⾞場とする場合
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H20～H21

●後志景観広告ワークショップ（全４回）
羊蹄山麓にふさわしいガイドラインづくり

羊蹄山麓景観広告ガイドラインの策定

ガイドラインに基づき、地域の個性を生かした推進体制づくりを進める

H22～H22

●みんなでつくる「ひらふ坂」広告サイン勉強会（全７回）
公共サイン整備計画（案）
屋外広告物の地区ルール（案）

（仮称）ひらふ坂周辺地区屋外広告物ガイドライン【未策定】
1

羊蹄山麓広域景観づくり推進協議会

羊蹄の日制定
活動検討部会

景観法
検討部会

案内標識
検討部会

魚類生息環境
検討部会

H23～景観広告 推進部会

H17～

（仮称）ひらふ坂周辺地区屋外広告物ガイドライン 検討経過

（仮称）ひらふ坂周辺地区屋外広告物ガイドライン イメージ

自然公園法施行規則

羊蹄山麓景観広告ガイドライン
・羊蹄山麓らしさ
・見やすさ、わかりやすさ
・魅力的なデザイン

ひらふ坂
周辺地区

「ニセコエリアにおける標
識ガイドライン調査」
による提案（H21 NPB)

ワークショップによる住民・事業者の意見（H22-H23）

北海道屋外広告物条例
・第１種禁止地域
・第６種許可地域
・第４種許可地域

2
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（仮称）ひらふ坂周辺地区屋外広告物ガイドライン（素案）の概要

目標
「ひらふブランド」の価値を高める美しい街並み

基本姿勢 クオリティが高く、賑わいも感じる広告景観づくり

基本方針 ・軒下への広告集約
・広告のコンパクト化
・良質なデザインの推奨

共通ルール
・高さと面積の制限を国定公園レベルまで強化
１事業所≦10㎡、１箇所当たりの表示面積≦5㎡、高さ≦5ｍなど

・屋上広告物の禁止
・案内用広告物の禁止
・蛍光色の禁止
・輝度300カンデラ/㎡以下
・点滅又は回転するものを禁止
・ネオンサインや電光掲示板の使用禁止

●商業広告

3

屋外広告物とは

用途形態

※固定広告物には、用途によって、更に以下に分類される。
・自家用広告物：自己の事務所または営業所に表示し、又は設置する自己の事業若しくは営業の所在、名称、

内容、商標又は販売する商品の名称若しくは内容を表示するもの
・案内用広告物：「施設等」への案内を目的とする広告物又はこれを掲出する物件
・自己管理用 ： 自己の管理する土地又は物件の管理上の必要に基づき表示又は設置するもの
・その他 ：主に商業コマーシャル用などが該当

固定広告物

電柱広告物

地上広告物

簡易広告物

参考

2
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参考 北海道屋外広告物条例の地域区分図（イメージ）

5

6

参考 北海道屋外広告物条例の基準
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第４種許可地域 第６種許可地域 第１種禁止地域

用途 形態
道道から100mを超え

展望できる範囲
道道から100m以内の

展望できる範囲

屋上広告物
１個につき
　A≦30㎡、S≦60㎡、H≦10ｍ
　又は建物高さの2/3以下の小さい方

掲出禁止

壁面広告物
　※突き出し型は出幅≦1.5
ｍ
　　下端≧3ｍ

１個につき
　S≦30㎡
　又は壁面の1/3

最大２箇所まで（敷地1,000㎡未満は１箇所）
１個につき
　A≦2㎡又は設置壁面の面積5％の小さい方、
　S≦4㎡、H≦3ｍ
　3色まで、輝度300カンデラ、屋根面不可、バル
コニー面不可
※突き出し型
同一敷地内の１テナント（１企業）につき２箇所
　A≦0.3㎡、S≦0.6㎡、下端≧2.3ｍ上端≦3.3ｍ
　輝度300カンデラ

地上広告物
　※アーチ型は歩道下端
　≧3ｍ、車道下端≧4.5ｍ

１個につき
　A≦30㎡、S≦60㎡、H≦10ｍ
　又は建物高さの2/3以下の小さい方

最大２箇所まで（敷地1,000㎡未満は１箇所）
１個につき
　A≦2㎡、S≦4㎡、H≦3ｍ
　縦型か正方形、２色まで、輝度300カンデラ

屋上広告物 【自家用広告物と同一基準】
１事業所≦10㎡
１個につき
　S≦1㎡、H≦5ｍ　　※原則集合化

壁面広告物 【自家用広告物と同一基準】
１事業所≦10㎡
１個につき
　S≦1㎡、H≦5ｍ　　※原則集合化

地上広告物 【自家用広告物と同一基準】
１事業所≦10㎡
１個につき
　S≦1㎡、H≦5ｍ　　※原則集合化

壁面広告物 掲出しない 規定なし

地上広告物
１団地につき１基まで
　S≦0.5㎡、H≦1.5ｍ

不動産新開発　開発地域につき１個まで
　広告寸法1m×1.5m、H=2ｍ（脚の長さ=1ｍ）
　　広告面最大20％
売り物件等　物件につき１個ｍで
　A=S≦0.2㎡、H=1.4ｍ（脚の長さ=1ｍ）
　2色まで、広告面最大30％

屋上広告物 【自家用広告物と同一基準】

地上広告物 【自家用広告物と同一基準】

壁面広告物 【自家用広告物と同一基準】

規定なし 規定なし 規定なし 規定なし

１事業所≦10㎡（全て
の広告物の合計）
１個あたり
A≦0.4㎡、S≦0.8㎡、H
≦5ｍ
　※自己の事務所等以
外の掲出禁止

※はり紙のみ
１個あたり
A≦0..75㎡、S≦1.5㎡、
H≦1.5ｍ

１個につき
W≦0.9ｍ、H≦3ｍ

１個につき
W≦0.9ｍ、H≦3ｍ

１個につき
W≦0.9ｍ、H≦3ｍ

敷地内の１事業所（１テナント）につき１台のみ
　広告寸法0.8ｍ×0.5ｍ、H=1ｍ（脚の長さ0.2
ｍ）
　２色のみ、敷地境界線の内側に設置

１事業所≦10㎡（全て
の広告物の合計）
１個あたり
A≦0.4㎡、S≦0.8㎡、H
≦1ｍ
　※歩道突出不可

１個あたり
A≦2㎡、S≦5㎡、H≦
5ｍ
　※歩道突出不可

1個につき
下端≧1.5ｍ、長さ≦1.8ｍ

1個につき
下端≧1.5ｍ、長さ≦1.8ｍ

1個につき
下端≧1.5ｍ、長さ≦1.8ｍ

規定なし 掲出しない 規定なし

1個につき
下端≧3ｍ、出幅≦0.6ｍ
表示面縦≦1.2ｍ、横≦0.45ｍ

1個につき
下端≧3ｍ、出幅≦0.6ｍ
表示面縦≦1.2ｍ、横≦0.45ｍ

1個につき
下端≧3ｍ、出幅≦0.6ｍ
表示面縦≦1.2ｍ、横≦0.45ｍ

規定なし 掲出しない 規定なし

規定なし 規定なし 規定なし

敷地内の１事業所（１テナント）につき１個のみ
　A≦0.75㎡、S≦1.5㎡、H≦2ｍ
　縦型のみ、3色まで、敷地境界線の内側に設
置

１事業所≦10㎡（全て
の広告物の合計）
１個あたり
A≦0.75㎡、S≦1.5㎡、
H≦2ｍ
　※歩道突出不可、回
転するもの禁止

１個あたり
A≦0.75㎡、S≦1.5㎡、
H≦5ｍ
　※歩道突出不可、回
転するもの禁止

歩道下端≧3ｍ、車道下端≧4.5ｍ 歩道下端≧3ｍ、車道下端≧4.5ｍ 歩道下端≧3ｍ、車道下端≧4.5ｍ 規定なし

１事業所≦10㎡（全て
の広告物の合計）
１個あたり
A≦2㎡又は壁面の面
積5％の小さい方、S≦
5㎡、H≦5ｍ　※歩道
突出不可

規制なし
　歩道に突出する場
合、下端≦3ｍ
　車道に突出する場
合、下端≦4.5m

１個につき
直径≦3ｍ、表示面縦≦1.5ｍ横≦15ｍ、屋
上から≦15ｍ

１個につき
直径≦3ｍ、表示面縦≦1.5ｍ横≦15ｍ、屋
上から≦15ｍ

１個につき
直径≦3ｍ、表示面縦≦1.5ｍ横≦15ｍ、屋
上から≦15ｍ

規定なし 規定なし 規定なし

凡例　　A：１面あたりの面積　　Ｓ：表示面積の合計　　H:高さ　　W：幅

指定区域

区分

屋外広告物の各基準

羊蹄山麓景観広告
ガイドライン

（2010）

「ニセコエリアにおける標識ガイドライン調査」
による提案

（2009）

北海道屋外広告物条例
自然公園法施行規則

国定公園特別地域

ひらふ高原地区
ガイドライン（素案）

（2011）

固
定
広
告
物

簡
易
広
告
物

アドバルーン

広告幕・広告網

のぼり（バナー）・旗

電柱（突き出し）

電柱（巻きつけ）

立看板/置き看板

はり紙・はり札

自家用広告物

案内用広告物

自己管理用

その他
（主にコマー
シャル用）

掲出しない

１個につき
　A≦1㎡、H≦3ｍ

１個につき
　A≦1㎡、H≦3ｍ
※自然公園の許可が無ければ掲出不可

１事業所≦10㎡
1個につき
　S≦5㎡、H≦5ｍ

規定なし

１事業所≦10㎡
　※簡易広告物の表示面積と合算
１個につき
　H≦3ｍ

１個につき
　A≦3.5㎡、S≦7㎡、H≦6ｍ
※４個以下、相互距離500ｍ、施設から5km
以内

１個につき
　S≦3.5㎡、H≦5ｍ
※４個以下、相互距離500ｍ、施設から5km
以内、公共的な民間施設に限定、点滅回
転光源禁止
※自然公園の許可が無ければ掲出不可

掲出しない

１事業所≦30㎡
　※簡易広告物の表示面積と合算
１個につき
　S≦３０㎡、H≦10ｍ

１事業所≦10㎡
1個につき
　S≦5㎡、H≦5ｍ
※自然公園の許可が無ければ掲出不可

１事業所≦10㎡
　※簡易広告物の表示面積と合算
1個につき
　S≦5㎡、H≦5ｍ

規定なし規定なし

掲出しない
　※案内に必要な情報は公共サインと観光案
内所、マップ等の配布物で行う。

１事業所≦10㎡
　※敷地内の全ての表示面積と合算
１個につき
　A≦2㎡、S≦5㎡、H≦5ｍ
　※アーチ型禁止

１事業所≦10㎡
　※敷地内の全ての表示面積と合算
１個につき
　A≦2㎡又は設置壁面の面積5％の小さい方
（突き出し型はA≦0.3㎡）、S≦5㎡、H≦5ｍ

規定なし規定なし

規定なし
　条例上、第１種禁止地域、第６種許可地域で
は掲出できない。特に第１種禁止地域では自
然公園法の許可も関係してくる。

１事業所又は１営業所につき１箇所まで
　S≦1㎡、H≦3ｍ
　歩道突出不可
　ただし、「For Sale」や「○年オープン」等の宣
伝表示は禁止

掲出できない 掲出できない 掲出できない

１個につき
　A≦1㎡、H≦3ｍ

イベント広告
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